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1.13 緊急時対策 
○ 基本的な考え方 

緊急時対策については，『福島第一原子力発電所原子力事業者防災業務計画』（以下『防

災業務計画』という）に従い実施する。 
緊急時に実施すべき事項として，通報の実施，緊急時態勢の発令，情報の収集と提供，

避難誘導，応急復旧等がある。 
これらを実施するために原子力防災組織の設置・運営，原子力防災資機材の整備，原

子力災害対策活動で使用する施設，設備の整備等について防災業務計画で定められてい

る。 
○ 緊急時において必要な施設及び資機材等の整備について 

原子力防災管理者は，緊急時において必要な施設及び緊急時の資機材等の整備につい

て防災業務計画に従い以下の対応を実施する。 
・緊急時対策所を平素から使用可能な状態に整備するとともに，換気浄化設備を定期

的に点検し，地震等の自然災害が発生した場合においてもその機能が維持できる施

設及び設備とする。また，外部電源喪失時においても専用の非常用発電機により緊

急時対策所へ給電可能である。 
・退避場所又は避難集合場所を関係者に周知する。 
・瓦礫撤去用の重機及び操作要員を準備し，瓦礫が発生した場合の撤去対応が可能で

ある。 
・原子力防災資機材及びその他の原子力防災資機材について，定期的に保守点検を行

い，平素から使用可能な状態に整備する。また，資機材に不具合が認められた場合，

速やかに修理するか，代替品を補充あるいは代替手段により必要数量又は必要な機

能を確保する。 
施設内の安全避難経路については防災業務計画に明示されていないが，誘導灯により

安全避難経路を示すことを基本としている。しかしながら，一部対応できていない事項

があるため，それらについては以下のとおり対応する。 
・震災の影響により使用できない誘導灯（１～４号機建屋内） 

作業にあたっては，緊急時の避難を考慮した安全避難経路を定め，この経路で退

出することとする。また，使用するエリアの誘導灯の復旧を進め，適切な状態に

維持する。 
・震災の影響により使用できない非常灯（１～４号機建屋内） 

施設を使用するエリアの非常灯の復旧を進め，適切な状態に維持する。 
○ 緊急時の避難指示 

緊急時の避難指示については，防災業務計画では緊急放送等により施設内に周知する

こととなっているが，緊急放送等が聞こえないエリアが存在することを考慮し，以下の

対応を実施することで，作業員等特定原子力施設内にいるすべての人に的確な指示を出
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す。 
① 免震重要棟にて放射性物質の異常放出等のプラントの異常や地震・津波等の自然災

害を検知。 
② 原子力防災管理者は緊急放送装置により免震重要棟・高台等への避難を指示。 
③ 緊急放送が聴こえないエリアで作業を実施している場合は，作業主管Ｇより携帯電

話にて免震重要棟・高台等への避難を指示。 
④ 緊急放送が聴こえないエリアでの作業者に対して上記③により連絡が付かない場

合は，警備誘導班がスピーカー車により免震重要棟・高台等への避難を指示。 
※ 建屋内等電波状況が悪く緊急放送等も入らないエリアにおいては，緊急放送が入る

エリアに連絡要員を配置する，トランシーバ等による通信が可能な位置に連絡要員

を配置する等通報連絡が可能となるような措置を実施する。 
○ 通報，情報収集及び提供 

緊急事態の発生及び応急措置の状況等の関係機関への通報連絡，事故状況の情報収集

による応急復旧の実施のため，特定原子力施設内及び特定原子力施設と所外必要箇所と

の通信連絡設備として防災業務計画に定める以下を準備することで，多重性及び多様性

を備える。 
(1) 特定原子力施設内の通信連絡設備 
・ 緊急放送（１台） 
・ ページング 
・ 電力保安通信用電話設備（６０台） 
・ 携帯電話（４０台） 
※緊急放送・ページングについては，聴こえないエリア・使用できない場所がある

が，場所を移動しての連絡や電力保安通信用電話設備・携帯電話の使用，その他

トランシーバの使用等により対応する。 
※電力保安通信用電話設備，携帯電話については防災業務計画に定める数量を示し

ているが，緊急時対応として必要により，防災業務計画に定める数量を超える通

信連絡設備を使用する場合もある。 
(2) 特定原子力施設と所外必要箇所との通信連絡設備 
・ ファクシミリ装置（１台） 
・ 電力保安通信用電話設備（６０台；上記「特定原子力施設内の通信連絡設備」の

再掲） 
・ ＴＶ会議システム（１台），ＩＰ電話（５台），ＩＰＦＡＸ（３台） 
・ 携帯電話（４０台；上記「特定原子力施設内の通信連絡設備」の再掲） 
・ 衛星携帯電話（１台） 
※電力保安通信用電話設備，携帯電話については防災業務計画に定める数量を示し

ているが，緊急時対応として必要により，防災業務計画に定める数量を超える通
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信連絡設備を使用する場合もある。 
※防災業務計画ではこの他に緊急時用電話回線があるが使用ができないため，電気

通信事業者の有線電話，携帯電話，衛星携帯電話等の通信手段により通信連絡を

行う。 
※上記防災業務計画で定めるもの以外として，ＴＶ会議システム（社内用）につい

ても通信連絡用に使用する。 
○ 外部電源喪失時の通信手段・作業環境確保 

外部電源喪失時に緊急時対策を実施するために，防災業務計画に明示されていないが，

以下の対応を実施する。 
必要箇所との連絡手段確保のため，ページングについては，小型発電機または電源車

から，電力保安通信用電話設備については，小型発電機から給電可能とする（図－１参

照）。また，夜間における復旧作業に緊急性を要する範囲の照明については，小型発電

機から給電可能とする（図－２参照）。 
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図－１　ページング・電力保安通信用電話設備　電源系統図
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図－２ 作業用照明 電源系統図
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